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議
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、
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弁
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。



衆
議
院
議
員
中
川
正
春
君
提
出
拉
致
問
題
対
策
推
進
経
費
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

ら

お
尋
ね
の
拉
致
問
題
対
策
推
進
経
費
の
内
訳
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
八
年
度
補
正
予
算
に
お
い
て
は
、
拉
致
被
害
者
へ
の

励
ま
し
や
拉
致
問
題
を
め
ぐ
る
情
勢
の
伝
達
等
を
目
的
と
す
る
ラ
ジ
オ
番
組
の
作
成
に
係
る
調
査
の
た
め
の
経
費
（
以
下

「
北
朝
鮮
向
け
放
送
関
連
調
査
経
費
」
と
い
う
。
）
が
三
百
万
円
、
拉
致
問
題
の
解
決
に
向
け
た
政
策
の
企
画
・
立
案
の
た

め
の
経
費
（
以
下
「
政
策
企
画
関
連
調
査
経
費
」
と
い
う
。
）
が
二
千
六
百
万
円
、
拉
致
被
害
者
の
安
否
確
認
及
び
北
朝
鮮

情
勢
を
把
握
す
る
上
で
必
要
な
情
報
の
収
集
体
制
の
強
化
の
た
め
の
経
費
（
以
下
「
安
否
情
報
収
集
体
制
の
強
化
経
費
」
と

い
う
。
）
が
六
千
万
円
、
拉
致
問
題
に
つ
い
て
の
国
内
・
海
外
向
け
広
報
の
実
施
等
の
た
め
の
経
費
（
以
下
「
国
内
・
海
外

向
け
広
報
経
費
」
と
い
う
。
）
が
一
億
三
千
三
百
万
円
、
拉
致
問
題
対
策
本
部
事
務
局
長
等
が
拉
致
問
題
解
決
に
向
け
た
協

力
を
要
請
す
る
た
め
六
者
会
合
関
係
国
等
を
訪
問
す
る
た
め
の
経
費
（
以
下
「
事
務
局
長
等
外
国
訪
問
経
費
」
と
い
う
。
）

が
四
百
万
円
で
あ
る
。

ま
た
、
平
成
十
九
年
度
予
算
に
お
い
て
は
、
拉
致
被
害
者
へ
の
励
ま
し
や
拉
致
問
題
を
め
ぐ
る
情
勢
の
伝
達
等
を
目
的
と

す
る
ラ
ジ
オ
番
組
を
放
送
す
る
た
め
の
経
費
（
以
下
「
北
朝
鮮
向
け
放
送
関
連
経
費
」
と
い
う
。
）
が
一
億
三
千
四
百
万
円
、

一



政
策
企
画
関
連
調
査
経
費
が
七
千
百
万
円
、
安
否
情
報
収
集
体
制
の
強
化
経
費
が
八
千
百
万
円
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活
用

し
た
海
外
広
報
等
を
実
施
す
る
た
め
の
経
費
（
以
下
「
海
外
向
け
広
報
経
費
」
と
い
う
。
）
が
一
億
千
六
百
万
円
、
事
務
局

長
等
外
国
訪
問
経
費
が
九
百
万
円
、
拉
致
問
題
対
策
本
部
事
務
局
事
務
経
費
等
が
六
千
二
百
万
円
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

平
成
十
八
年
度
補
正
予
算
に
お
い
て
、
国
内
・
海
外
向
け
広
報
経
費
に
係
る
事
業
に
つ
い
て
は
、
企
画
競
争
に
よ
り
選
定

し
た
株
式
会
社
日
本
テ
レ
ビ
ビ
デ
オ
と
の
間
で
千
二
百
六
十
万
円
の
随
意
契
約
を
、
企
画
競
争
に
よ
り
選
定
し
た
株
式
会
社

大
広
と
の
間
で
一
億
五
百
三
万
九
千
九
百
円
の
随
意
契
約
を
、
企
画
競
争
に
よ
り
選
定
し
た
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
株
式
会
社
と
の
間
で
五
百
二
万
九
千
五
百
円
の
随
意
契
約
を
締
結
し
た
ほ
か
、
契
約
額
が
少
額
で
あ
る
こ

と
か
ら
ヨ
シ
ダ
印
刷
株
式
会
社
等
と
の
間
で
随
意
契
約
を
締
結
し
て
お
り
、
そ
の
契
約
額
の
合
計
は
、
百
三
十
四
万
六
千
四

百
三
十
六
円
で
あ
る
。

政
策
企
画
関
連
調
査
経
費
及
び
安
否
情
報
収
集
体
制
の
強
化
経
費
に
係
る
事
業
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
拉
致
問
題
の
解
決

の
た
め
の
情
報
収
集
を
困
難
に
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

な
お
、
北
朝
鮮
向
け
放
送
関
連
調
査
経
費
及
び
事
務
局
長
等
外
国
訪
問
経
費
に
係
る
事
業
に
つ
い
て
は
、
外
部
委
託
は
行

二



っ
て
い
な
い
。

平
成
十
九
年
度
予
算
に
お
い
て
、
北
朝
鮮
向
け
放
送
関
連
経
費
に
係
る
事
業
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
年
二
月
一
日
現
在

で
、
企
画
競
争
に
よ
り
選
定
し
た
社
団
法
人
海
外
広
報
協
会
と
の
間
で
九
千
七
百
九
十
七
万
五
百
八
十
五
円
の
随
意
契
約
を

締
結
し
て
い
る
。

海
外
向
け
広
報
経
費
に
係
る
事
業
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
年
二
月
一
日
現
在
で
、
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
選
定
し
た
株

式
会
社
ビ
ス
メ
デ
ィ
ア
と
の
間
で
九
百
八
十
七
万
円
の
契
約
を
、
企
画
競
争
に
よ
り
選
定
し
た
財
団
法
人
フ
ォ
ー
リ
ン
・
プ

レ
ス
セ
ン
タ
ー
と
の
間
で
百
七
十
四
万
六
千
二
百
十
六
円
の
随
意
契
約
を
、
拉
致
問
題
に
関
す
る
漫
画
に
関
す
る
著
作
権
を

専
有
す
る
こ
と
を
理
由
に
選
定
し
た
株
式
会
社
双
葉
社
と
の
間
で
千
九
百
九
十
一
万
六
千
百
七
十
九
円
の
随
意
契
約
を
、
企

画
競
争
に
よ
り
選
定
し
た
株
式
会
社
オ
キ
ア
ル
フ
ァ
ク
リ
エ
イ
ト
と
の
間
で
四
百
七
十
七
万
三
千
三
百
円
の
随
意
契
約
を
、

拉
致
問
題
啓
発
Ｄ
Ｖ
Ｄ
の
映
像
に
関
す
る
著
作
権
を
専
有
す
る
こ
と
を
理
由
に
選
定
し
た
株
式
会
社
日
テ
レ
ア
ッ
ク
ス
オ
ン

と
の
間
で
二
百
四
十
九
万
九
千
円
の
随
意
契
約
を
、
企
画
競
争
に
よ
り
選
定
し
た
社
団
法
人
時
事
画
報
社
と
の
間
で
二
百
九

十
七
万
九
千
九
百
円
及
び
千
九
百
四
十
二
万
五
千
円
の
随
意
契
約
を
、
拉
致
問
題
へ
の
協
力
を
依
頼
し
て
い
る
著
名
人
の
出

演
権
を
専
有
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
選
定
し
た
株
式
会
社
ベ
リ
ー
フ
ァ
ー
ム
と
の
間
で
二
百
五
十
一
万
六
千
五
百
円
の
随

三



意
契
約
を
、
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
選
定
し
た
株
式
会
社
ス
テ
ー
ジ
と
の
間
で
七
十
万
三
千
四
百
九
十
八
円
の
契
約
を
締
結

し
て
い
る
ほ
か
、
契
約
額
が
少
額
で
あ
る
こ
と
か
ら
シ
ン
ソ
ー
印
刷
株
式
会
社
等
と
随
意
契
約
を
締
結
し
て
お
り
、
そ
の
契

約
額
の
合
計
は
、
四
百
三
十
九
万
七
百
十
七
円
で
あ
る
。

政
策
企
画
関
連
調
査
経
費
及
び
安
否
情
報
収
集
体
制
の
強
化
経
費
に
係
る
事
業
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
拉
致
問
題
の
解
決

の
た
め
の
情
報
収
集
を
困
難
に
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

な
お
、
事
務
局
長
等
外
国
訪
問
経
費
及
び
拉
致
問
題
対
策
本
部
事
務
局
事
務
経
費
等
に
係
る
事
業
に
つ
い
て
は
、
外
部
委

託
は
行
っ
て
い
な
い
。

ま
た
、
拉
致
問
題
対
策
推
進
経
費
に
係
る
事
業
に
つ
い
て
は
、
補
助
金
及
び
交
付
金
の
交
付
は
行
っ
て
い
な
い
。

三
に
つ
い
て

拉
致
問
題
対
策
推
進
経
費
に
係
る
事
業
に
つ
い
て
の
業
務
の
委
託
を
受
け
た
者
は
、
業
務
の
根
幹
に
か
か
わ
ら
な
い
軽
微

な
も
の
を
除
き
、
当
該
業
務
の
全
部
又
は
主
要
部
分
を
第
三
者
に
再
委
託
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
し
、
業
務
達
成
の
た
め

そ
の
一
部
の
再
委
託
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
。

再
委
託
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
八
年
度
に
お
い
て
は
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
平
成
十
九
年
度
に
お
い
て

四



は
、
北
朝
鮮
向
け
放
送
関
連
経
費
に
係
る
事
業
に
つ
い
て
、
委
託
先
で
あ
る
社
団
法
人
海
外
広
報
協
会
か
ら
の
申
請
に
基
づ

い
て
、短
波
放
送
事
業
を
行
っ
て
い
る
英
国
のV

T
C
om

m
unications

Lim
ited

社
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
のC

V
C

N
etw

ork
L

im
ited

社
に
対
し
て
短
波
放
送
業
務
を
再
委
託
す
る
こ
と
を
認
め
て
お
り
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
社
団
法
人
海
外
広
報
協
会

が
一
日
一
時
間
の
放
送
に
つ
い
て
百
五
十
五
英
国
ポ
ン
ド
を
支
払
う
旨
の
契
約
を
締
結
し
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。
ま
た
、

後
者
に
つ
い
て
は
、
社
団
法
人
海
外
広
報
協
会
が
一
日
一
時
間
の
放
送
に
つ
い
て
三
百
三
十
五
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
ド
ル
を
支

払
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
契
約
締
結
手
続
中
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

北
朝
鮮
向
け
放
送
関
連
経
費
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
内
の
ラ
ジ
オ
番
組
の
制
作
や
放
送
を
行
っ
て
い
る
民
間
事
業
者
か
ら

聴
取
し
た
情
報
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
、
放
送
番
組
制
作
関
連
経
費
を
一
億
四
百
万
円
、
放
送
関
連
経
費
を
三
千
万
円
と

見
積
も
っ
た
も
の
で
あ
る
。

海
外
向
け
広
報
経
費
に
つ
い
て
は
、
民
間
事
業
者
か
ら
聴
取
し
た
情
報
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を

活
用
し
た
海
外
広
報
経
費
と
し
て
五
千
万
円
、
海
外
新
聞
広
告
の
制
作
・
掲
載
経
費
と
し
て
六
千
百
万
円
、
短
波
ラ
ジ
オ
放

送
「
し
お
か
ぜ
」
を
活
用
し
た
情
報
収
集
の
た
め
の
経
費
と
し
て
五
百
万
円
を
見
積
も
っ
た
も
の
で
あ
る
。

五



安
否
情
報
収
集
体
制
の
強
化
経
費
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
拉
致
問
題
の
解
決
の
た
め
の
情
報
収
集
を
困
難
に
す
る
お
そ
れ

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

五
に
つ
い
て

平
成
二
十
年
度
予
算
案
に
お
い
て
は
、
北
朝
鮮
向
け
放
送
関
連
経
費
が
一
億
四
千
六
百
万
円
、
政
策
企
画
関
連
調
査
経
費

が
七
千
百
万
円
、
安
否
情
報
収
集
体
制
の
強
化
経
費
が
一
億
円
、
海
外
報
道
関
係
者
等
の
招
へ
い
に
よ
る
広
報
等
を
実
施
す

る
た
め
の
経
費
が
一
億
千
九
百
万
円
、
内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官
等
が
拉
致
問
題
解
決
に
向
け
た
協
力
を
要
請
す
る
た
め
六
者

会
合
関
係
国
等
を
訪
問
す
る
た
め
の
経
費
が
千
百
万
円
、
国
内
の
各
地
域
の
拉
致
問
題
関
係
者
と
連
携
し
た
取
組
等
を
実
施

す
る
た
め
の
経
費
が
千
六
百
万
円
、
拉
致
問
題
対
策
本
部
事
務
局
事
務
経
費
等
が
七
千
万
円
で
あ
る
。

平
成
二
十
年
度
予
算
に
基
づ
い
た
事
業
に
つ
い
て
は
、
同
予
算
の
成
立
後
、
必
要
に
応
じ
外
部
へ
の
事
業
委
託
を
行
う
こ

と
等
に
よ
り
、
適
切
に
実
施
し
て
ま
い
り
た
い
。

六


